
一

（
財
政
金
融
委
員
会
）

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
支
払
規
制
及
び
資
本
取
引
規
制
を
よ
り
一
層
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
暗
号
資
産
に
関
す
る
取
引
を
資

本
取
引
規
制
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
資
産
凍
結
措
置
に
係
る
確
認
義
務
を
課
す
等
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
制
裁
の
実
効
性
の
更
な
る
強
化
の
た
め
の
措
置
等

１

「
暗
号
資
産
」
に
つ
い
て
定
義
規
定
を
設
け
る
。

２

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
の
支
払
等
が
、

許
可
を
受
け
る
義
務
が
課
さ
れ
た
支
払
等
に
該
当
し
な
い
か
等
を
確
認
す
る
義
務
を
課
す
。

３

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
の
本
人
確
認
義

務
を
課
す
。

４

一
定
の
暗
号
資
産
に
関
す
る
取
引
を
資
本
取
引
と
み
な
し
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
顧
客
等
と
の
間
で
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
等



二

の
本
人
確
認
義
務
を
課
す
。

６

暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
を
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
報
告
に
係

る
規
定
を
整
備
す
る
。

７

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


